
東海市総合評価落札方式競争入札試行要領 

 

 （趣旨） 

第１条 この要領は、東海市、東海市水道事業及び東海市下水道事業（以下「市」と

いう。）が発注する建設工事のうち、地方自治法施行令（昭和２２年（１９４７

年）政令第１６号。以下「政令」という。）第１６７条の１０の２（政令第１６

７条の１３において準用する場合を含む。)に規定する価格その他の条件を総合的

に評価して市にとって最も有利な者を落札者として決定する方式（以下「総合評

価落札方式」という。）による競争入札（以下「総合評価落札方式競争入札」と

いう。）を試行するにあたり必要な事項を定める。 

 （対象工事） 

第２条 総合評価落札方式の試行対象は、一般競争入札又は指名競争入札により発

注する工事の中から東海市総合評価審査委員会（以下「総合評価委員会」とい

う。）が決定する。 

第３条 削除 

 （入札参加資格等の公告） 

第４条 総合評価落札方式による一般競争入札を実施しようとするときは、政令第１

６７条の６の規定に基づき公告しなければならない事項のほか、次に掲げる事項

について公告する。 

 (1) 総合評価落札方式による一般競争入札を行う旨 

 (2) 次条第１項に規定する落札者決定基準 

２ 前項の公告は、東海市公告式条例（昭和４４年（１９６９年）東海市条例第３

号）第２条第２項に定める掲示場に掲示する方法により行わなければならない。 

３ 総合評価落札方式による指名競争入札を実施しようとするときは、指名通知書に

次に掲げる事項を記載する。 

 (1) 総合評価落札方式による指名競争入札を行う旨 

 (2) 次条第１項に規定する落札者決定基準 

４ 入札参加資格には、公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成１７年（２０

０５年）法律第１８号）第１１条に規定する競争参加者の技術的能力の審査が適

正に行われるように、当該入札に参加しようとする者についての工事の経験、施



工実績の評価、当該工事に配置が予定される技術者の工事経験その他の技術的能

力（以下「技術的能力」という。）に関する要件が含まれていなければならな

い。 

 （落札者決定基準） 

第５条 総合評価落札方式による競争入札を行う場合には、当該入札に係る申込みの

うち価格その他の条件が市にとって最も有利なものを決定するための基準（以下

「落札者決定基準」という。）を定めるものとする。 

２ 落札者決定基準には、評価基準、評価の方法、落札者決定の方法その他の落札者

を決定するために必要な事項を定めるものとする。 

３ 落札者決定基準を定めようとするときは、当該落札者決定基準を定めるにあたっ

て留意すべき事項に関し、政令第１６７条の１０の２第４項の規定に基づき、あ

らかじめ２人以上の学識経験を有する者（以下「学識経験者」という。）の意見

聴取を行わなければならない。この意見聴取は、総合評価委員会に学識経験者を

招請して実施するものとし、議事の規定は、東海市総合評価審査委員会設置要領

の規定を準用する。ただし、愛知県建設部総合評価審査委員会で審査を行う場合

はこの限りではない。 

４ 落札者決定基準は、前項の規定による学識経験者の意見聴取の結果を踏まえ、総

合評価委員会において当該基準の案を作成し、東海市指名審査会（以下「指名審

査会」という。）の審議を経て決定するものとする。 

 （評価基準） 

第６条 技術的能力の審査の要件を満たす者について、次に掲げる評価項目に得点を

配分した評価基準を適用するものとする。 

 (1) 施工計画に関する事項 

 (2)  企業の技術力に関する事項 

 (3) 配置予定技術者の能力に関する事項 

 (4) 地域精通度 

 (5) 地域貢献度 

２ 前項各号の評価項目についての得点のほか、技術提案を求める場合は、技術提案

の評価についての得点により加減し、さらに次条に規定する除算方式の場合は、技

術的能力の要件を満たすものであれば、標準点を与え、その合計を評価点とする。 



３ 第１項各号の評価項目及び前項に規定する技術提案の評価についての得点の配分

は、その必要性及び重要性に応じて定めるものとする。 

 （評価の方法） 

第７条 総合評価は、入札参加者の評価点を当該入札参加者の入札価格で除して得た

数値（除算方式）又は入札参加者の評価点に当該入札参加者の入札価格を点数化

した値を加えて得た数値（加算方式）のいずれかの方式をもって行う。 

 （技術提案） 

第８条 総合評価落札方式競争入札に参加する者に技術提案を求める場合は、技術資

料に技術提案を記載させるものとする。 

２ 技術提案の審査は、総合評価委員会において行う。 

３ 総合評価委員会は、審査した技術提案に評価を付して、指名審査会に提出し、指

名審査会において評価結果を決定するものとする。 

第９条及び第１０条 削除 

 （落札者決定の方法） 

第１１条 次に掲げるすべての要件に該当する者のうち、評価値の最も高い者を落札

者と決定する。この決定に際して政令第１６７条の１０の２第５項の規定による

場合は、２人以上の学識経験者の意見聴取を行わなければならない。 

 (1) 入札価格が予定価格の制限の範囲内にあること。 

 (2) 技術的要件をすべて満たしていること。 

 (3) 除算方式においては、評価値が標準点を予定価格で除した数値を下回ってい

ないこと。加算方式においては、基準評価値を下回っていないこと。 

 （評価結果の公表） 

第１２条 前条の規定により落札者を決定したときは、評価値等の評価結果を公表す

るものとする。 

 （その他） 

第１３条 この要領に定めるもののほか、この要領の実施に関して必要な事項は別に

定める。 

 附 則 

この要領は、平成１９年６月２５日から施行する。 

   附 則 



この要領は、平成２３年４月１日から施行する。 

  附 則 

１ この要領は、平成２４年４月１日から施行する。 

２ 改正後の東海市総合評価落札方式競争入札試行要領の規定は、この要領の施行の

日以後に公告する制限付一般競争入札又は通知する指名競争入札から適用し、同日

前に公告した制限付一般競争入札又は通知した指名競争入札については、なお従前

の例による。 

附 則 

この要領は、平成２９年６月９日から施行する。 

   附 則 

この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

 


